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  舞鶴市議会 Facebook運用指針 

令和２年７月７日 

議会活性化特別委員会決定 

１ 目的 

舞鶴市議会は、議会に対する市民の関心を高めるため、Facebookが持つ拡散性、即時性

を活かし、舞鶴市議会に係る情報をタイムリーに発信することにより、市民に開かれた議

会を目指すものとする。 

 

２ Facebookページ名及び URL 

Facebookページ名：「舞鶴市議会」 

URL：「https://www.facebook.com/maizurushigikai.kyoto」 

 

３ 発信内容 

  発信できる内容は、次の各号とする。ただし、個人の見解や意見等は発信できないもの

とする。 

（１）本会議開催に係る事項 

（２）委員会の活動に係る事項 

（３）議会活性化に係る取組 

（４）議会報発行に係る事項 

（５）ＦＭ放送に係る事項 

（６）政務活動費に関する事項 

（７）その他、舞鶴市議会広報会議が認める議会活動 

 

４ 運営主体 

運営主体は、「舞鶴市議会広報会議」とする。 

 

５ 投稿者 

投稿者は、「舞鶴市議会議員」又は「議会事務局職員」とする。 

 

６ 利用者 

  利用者は「舞鶴市議会 Facebookページに対し、閲覧、コメントなどを行う者」とする。 

 

７ 利用方法 

  利用者は、閲覧、コメントなどを自由に利用することができる。ただし、運営側は、寄

せられたコメントに対して返信はしないこととし、その旨を掲示する。加えて、寄せられ

たコメントの内容が不適切なものと判断した場合は、利用者に断りなく、その内容の全部

又は一部削除、一時的にページを非公開とすることができる。 

 

 

８ 掲載禁止事項 

  投稿者及び利用者は、次の各号における事項を掲載してはならない。 

（１）特定の個人、企業、国、地域を誹謗中傷する内容 
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（２）他者の人権を侵害する恐れのある内容 

（３）職務上知り得た秘密 

（４）信ぴょう性・信頼性の乏しいもの 

（５）舞鶴市議会を含む他者になりすますなど、虚偽や事実と異なる内容 

（６）広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とした内容 

（７）著作権、商標権、肖像権等、舞鶴市議会又は第三者の知的所有権を侵害する恐れのあ

る内容 

（８）法律、法令等に違反している内容又は違反する恐れのある内容 

（９）本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいする等、個人のプライバシーに関わる

内容 

（10）わいせつな表現など、公の秩序又は善良の風俗に反する内容 

（11）有害なプログラム 

（12）決定事項でない施策に関するもの 

（13）Facebook 利用規約に反する内容 

（14）その他、運用上、他人に不利益を与えるなど不適切と判断した内容 

 

９ 知的財産権 

  掲載している個々の情報(文章、写真、イラストなど)に関する知的財産権(商標権、著

作権等の全ての権利)は、舞鶴市議会あるいは舞鶴市議会以外の原著作者等に帰属する。  

また、当ページの内容について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認

められた場合を除き、無断で複製・転用することは不可とする。 

 

10 免責事項 

（１）舞鶴市議会は、利用者が掲載情報を利用又は信用したことにより、利用者又は第三者

が被った損害について、いかなる場合でも一切の責任を負わない。 

（２）舞鶴市議会は、利用者間、若しくは利用者と第三者間のトラブルによって利用者又は

第三者に生じた損害について、いかなる場合でも一切の責任を負わない。 

（３）上記のほか、舞鶴市議会は当ページに関連する事項に起因又は関連して生じた損害に

ついて、いかなる場合でも一切の責任を負わない。 

（４）舞鶴市議会は、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直し、又は当ページの運用を

中止する。 

 

11 個人情報 

  当ページにおいて舞鶴市議会が掲載する情報については、個人情報の保護に関する法律

及び舞鶴市個人情報保護条例に基づき、舞鶴市ソーシャルメディア等の運用に関する基本

指針を踏まえ、個人情報の漏えいがないよう適切に対処する。 

また、個人情報を収集する際は目的を明示し、明示した利用目的の範囲内でのみ利用す

る。 

 

 この運用方針は、令和２年７月 28日から運用する。 


